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ま
ず
、
行
政
管
理
科
学
研
究
所
の
組
織
と
役
割
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
行
政
管
理
科
学
研
究
所
は
、
中
国
人
事
部
の
中
国
人
事
科
学
研
究
院
に
直
属
す
る
機
関
で
あ
る
。

　
そ
の
中
心
的
任
務
は
、
社
会
主
義
市
場
経
済
と
社
会
発
展
の
需
要
に
応
じ
て
中
国
の
特
徴
に
沿
っ
た
行
政
管
理
理
論
に
つ
き
研
究
す

る
こ
と
に
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
政
府
及
び
関
係
幹
部
職
員
に
対
し
、
行
政
改
革
と
政
策
決
定
の
た
め
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
。

　
そ
の
職
責
任
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
政
府
機
関
の
管
理
体
制
に
関
す
る
基
本
理
論
の
研
究

　
　
　
公
務
員
制
度
の
確
立
及
び
普
及
と
と
も
に
政
府
機
関
の
機
能
の
転
換

　
　
　
中
央
政
府
と
地
方
政
府
、
政
府
内
部
機
能
、
権
限
配
分
と
運
行
機
構
に
関
す
る
研
究

　
②
事
業
部
門
の
行
政
管
理
に
関
す
る
基
本
理
論
、

　
　
　
事
業
部
門
の
分
類
、
分
職
種
管
理
と
建
設
に
関
す
る
研
究

(
報
告
5
)

張
誠
業

中
国
行
政
管
理
科
学
研
究
所
長
の
報
告

(
要
旨
)
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演
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内

ま
ず
、
行
政
管
理
科
学
研
究
所
の
組
織
と
役
割
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

行
政
管
理
科
学
研
究
所
は
、
中
国
人
事
部
の
中
国
人
事
科
学
研
究
院
に
直
属
す
る
機
関
で
あ
る
。

そ
の
中
心
的
任
務
は
、
社
会
主
義
市
場
経
済
と
社
会
発
展
の
需
要
に
応
じ
て
中
国
の
特
徴
に
沿
っ
た
行
政
管
理
理
論
に
つ
き
研
究
す

る
こ
と
に
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
政
府
及
び
関
係
幹
部
職
員
に
対
し
、
行
政
改
革
と
政
策
決
定
の
た
め
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
。

そ
の
職
責
任
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

政
府
機
関
の
管
理
体
制
に
関
す
る
基
本
理
論
の
研
究

公
務
員
制
度
の
確
立
及
び
普
及
と
と
も
に
政
府
機
関
の
機
能
の
転
換
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中
央
政
府
と
地
方
政
府
、
政
府
内
部
機
能
、
権
限
配
分
と
運
行
機
構
に
関
す
る
研
究
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② 

事
業
部
門
の
行
政
管
理
に
関
す
る
基
本
理
論
、

事
業
部
門
の
分
類
、
分
職
種
管
理
と
建
設
に
関
す
る
研
究
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　　④③⑥⑤

事
業
部
門
行
政
管
理
運
行
機
構
と
規
律
に
関
す
る
研
究

企
業
行
政
管
理
に
関
す
る
基
本
理
論
、
企
業
行
政
管
理
の
分
類
企
業
管
理
運
行
機
構
と
建
設

社
会
保
障
と
社
会
分
配
管
理
体
制
に
関
す
る
基
本
理
論
の
研
究

社
会
保
障
と
社
会
分
配
の
巨
視
的
調
整
及
び
増
大
機
構
に
関
す
る
研
究

全
国
の
人
事
系
統
行
政
と
人
事
管
理
体
制
の
科
学
研
究
活
動
の
調
整

国
外
と
の
行
政
科
学
研
究
の
学
術
交
流
と
共
同
研
究
の
展
開

活
動⑤④③②①

国
家
社
会
科
学
の
重
点
項
目
、
一
般
項
目
と
人
事
部
提
出
あ
る
い
は
関
係
部
門
の
委
託
の
研
究
項
目
の
担
当

部
指
導
者
が
処
理
さ
せ
る
重
要
活
動
の
調
査
研
究
と
情
報
提
供
、
論
証
活
動
の
担
当

全
国
あ
る
い
は
区
域
的
な
学
術
検
討
と
関
係
学
術
研
究
組
織
の
活
動
交
流
会
を
行
う
こ
と

国
際
学
術
交
流
の
展
開

「
行
政
科
研
要
況
」
内
部
刊
行
物
の
編
集

次
に
、
中
国
の
各
種
改
革
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

中
国
の
改
革
は
、
全
体
と
し
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
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事
業
部
門
行
政
管
理
運
行
機
構
と
規
律
に
関
す
る
研
究

③ 

企
業
行
政
管
理
に
関
す
る
基
本
理
論
、
企
業
行
政
管
理
の
分
類
企
業
管
理
運
行
機
構
と
建
設

④ 

社
会
保
障
と
社
会
分
配
管
理
体
制
に
関
す
る
基
本
理
論
の
研
究

社
会
保
障
と
社
会
分
配
の
巨
視
的
調
整
及
び
増
大
機
構
に
関
す
る
研
究

⑤ 

全
国
の
人
事
系
統
行
政
と
人
事
管
理
体
制
の
科
学
研
究
活
動
の
調
整

⑥ 

国
外
と
の
行
政
科
学
研
究
の
学
術
交
流
と
共
同
研
究
の
展
開

活
動
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一
般
項
目
と
人
事
部
提
出
あ
る
い
は
関
係
部
門
の
委
託
の
研
究
項
目
の
担
当

国
家
社
会
科
学
の
重
点
項
目
、

② 

部
指
導
者
が
処
理
さ
せ
る
重
要
活
動
の
調
査
研
究
と
情
報
提
供
、
論
証
活
動
の
担
当

③ 

全
国
あ
る
い
は
区
域
的
な
学
術
検
討
と
関
係
学
術
研
究
組
織
の
活
動
交
流
会
を
行
う
こ
と

④ 

国
際
学
術
交
流
の
展
開

⑤ 

「
行
政
科
研
要
況
」
内
部
刊
行
物
の
編
集

次
に
、
中
国
の
各
種
改
革
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

中
国
の
改
革
は
、
全
体
と
し
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
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①
機
構
改
革

　
　
機
能
を
明
確
に
す
る
た
め
、
政
府
機
構
を
五
回
に
わ
た
り
簡
素
化
し
て
い
る
。
不
必
要
な
人
員
の
削
減
を
行
っ
た
が
、
増
加
し

　
て
き
た
。
こ
れ
は
機
能
が
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
直
接
管
理
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
政
府
機
関
を
社
会
仲

　
介
組
織
に
改
め
る
。
政
府
機
構
の
簡
素
化
は
、
今
後
努
力
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

②
人
事
制
度
の
改
革

　
　
国
家
公
務
員
法
の
制
定
を
目
指
す
。

　
　
経
済
が
発
展
し
て
い
な
い
た
め
、
国
家
公
務
員
の
給
料
は
、
低
い
。
国
家
公
務
員
の
地
位
と
給
料
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

　
る
。
公
務
員
の
福
利
厚
生
問
題
も
課
題
で
あ
る
。

③
経
済
改
革

　
　
以
前
の
計
画
管
理
体
制
は
、
経
済
の
発
展
に
あ
わ
な
い
。
市
場
経
済
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
令
的
な
も
の
か
ら
指
導

　
的
な
も
の
に
変
え
て
い
く
（
国
の
管
理
は
、
直
接
的
な
も
の
か
ら
間
接
的
な
も
の
へ
）
。

④
財
政
と
税
制
の
改
革

　
　
以
前
は
中
央
は
財
源
が
少
な
く
、
地
方
財
政
か
ら
の
収
入
が
多
か
っ
た
。
現
在
は
、
中
央
、
地
方
そ
れ
ぞ
れ
に
税
源
を
持
っ
て

　
い
る
。

⑤
政
府
と
企
業
の
分
離
へ
の
改
革

　
　
企
業
は
政
府
か
ら
の
干
渉
を
受
け
な
い
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
企
業
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
企
業
の
権
限
が
明
確
に
な
っ
た

　
が
、
ま
だ
政
府
の
干
渉
も
多
く
以
前
の
計
画
経
済
の
名
残
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
行
政

① 

機
構
改
革

機
能
を
明
確
に
す
る
た
め
、
政
府
機
構
を
五
回
に
わ
た
り
簡
素
化
し
て
い
る
。
不
必
要
な
人
員
の
削
減
を
行
っ
た
が
、
増
加
し

て
き
た
。
こ
れ
は
機
能
が
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
直
接
管
理
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
政
府
機
関
を
社
会
仲

介
組
織
に
改
め
る
。
政
府
機
構
の
簡
素
化
は
、
今
後
努
力
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

② 

人
事
制
度
の
改
革
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国
家
公
務
員
法
の
制
定
を
目
指
す
。

経
済
が
発
展
し
て
い
な
い
た
め
、
国
家
公
務
員
の
給
料
は
、
低
い
。
国
家
公
務
員
の
地
位
と
給
料
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
公
務
員
の
福
利
厚
生
問
題
も
課
題
で
あ
る
。

③ 

経
済
改
革

以
前
の
計
画
管
理
体
制
は
、
経
済
の
発
展
に
あ
わ
な
い
。
市
場
経
済
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
令
的
な
も
の
か
ら
指
導

的
な
も
の
に
変
え
て
い
く
(
国
の
管
理
は
、
直
接
的
な
も
の
か
ら
間
接
的
な
も
の
へ
)
。

④ 

財
政
と
税
制
の
改
革

以
前
は
中
央
は
財
源
が
少
な
く
、
地
方
財
政
か
ら
の
収
入
が
多
か
っ
た
。
現
在
は
、
中
央
、
地
方
そ
れ
ぞ
れ
に
税
源
を
持
っ
て

い
る
。

張誠業

⑤ 

政
府
と
企
業
の
分
離
へ
の
改
革

429 

企
業
は
政
府
か
ら
の
干
渉
を
受
け
な
い
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
企
業
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
企
業
の
権
限
が
明
確
に
な
っ
た

が
、
ま
だ
政
府
の
干
渉
も
多
く
以
前
の
計
画
経
済
の
名
残
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
行
政
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改
革
が
必
要
で
あ
る
。

　
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
行
政
管
理
計
画
で
は
、
こ
れ
か
ら
一
五
年
間
で
社
会
主
義
市
場
経
済
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

　
そ
の
た
め
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
市
場
経
済
の
要
求
に
応
じ
る
政
府
機
能
の
転
換
、
機
構
改
革
、
経
済
管
理
部
局
の
専
門
調
整
部

局
化
、
行
政
手
続
き
の
法
制
化
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
人
力
開
発
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
山
梨
学
院
と
の
交
流
を
深
め
、
発
展
さ
せ
た
い
。
日
本
の
理
論
、
経
験
を
学
び
た
い
。
交
流
を
続
け
る
こ
と
は
、
両
国
に
と
っ
て
有

益
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
詳
細
に
つ
い
て
は
、
張
誠
業
、
陸
国
泰
編
『
社
会
主
義
市
場
経
済
条
件
下
行
政
管
理
基
本
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
』
（
一
九
九
七
年
　
中
国
人
事
出
版
社
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
本
書
に
つ
い
て
は
、
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
セ
ン
タ
ー
が
寄
贈
を
受
け
、
保
管
し
て
い
る
。
）

改
革
が
必
要
で
あ
る
。
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一
二
世
紀
に
向
け
て
の
行
政
管
理
計
画
で
は
、
こ
れ
か
ら
一
五
年
間
で
社
会
主
義
市
場
経
済
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て

報

い
る
。そ

の
た
め
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
市
場
経
済
の
要
求
に
応
じ
る
政
府
機
能
の
転
換
、
機
構
改
革
、
経
済
管
理
部
局
の
専
門
調
整
部

局
化
、
行
政
手
続
き
の
法
制
化
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
人
力
開
発
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

山
梨
学
院
と
の
交
流
を
深
め
、
発
展
さ
せ
た
い
。
日
本
の
理
論
、
経
験
を
学
び
た
い
。
交
流
を
続
け
る
こ
と
は
、
両
国
に
と
っ
て
有

益
で
あ
る
と
考
え
る
。

*
詳
細
に
つ
い
て
は
、
張
誠
業
、
陸
国
泰
編
『
社
会
主
義
市
場
経
済
条
件
下
行
政
管
理
基
本
理

論
』
(
一
九
九
七
年

中
国
人
事
出
版
社
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
本
書
に
つ
い
て
は
、
行
政

研
究
セ
ン
タ
ー
が
寄
贈
を
受
け
、
保
管
し
て
い
る
。
)


